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可とう管 

 

１ 可とう管継手の設置等に関する運用基準について 

  可とう管継手を使用する場合における運用基準は下記によること。 

（昭和 56年 3月 9日消防危第 20号「可撓管継手の設置等に関する運用基準について」） 

（１） 可とう管継ぎ手は、原則として最大常用圧力が 1MPa以下の配管に取

り付けること。 

（２） 可とう管継ぎ手は、別添の「可とう管継ぎ手に関する技術上の指針」

に適合するものであること。（通達原文を参照すること。） 

（３） フレキシブルメタルホース、ユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手等

軸方向の許容変位量が極めて小さい可とう管継手は、配管の可とう性を

考慮した配管の配置方法との組合せ等により、地震時等における軸方向

変位量を吸収できるよう設置すること。（別図参照） 

（４） ベローズを用いる可とう管継手は、移送する危険物の性状に応じて腐

食等のおそれのない材質のベローズを用いたものであること。 

（５） 可とう管継手の設置は、次によること。 

  ア 可とう管継手は、圧縮又は伸張して用いないこと。 

  イ 可とう管継手は、当該継手にねじれが生じないよう取り付けること。 

  ウ 可とう管継手は、当該継手の自重等による変形を防止するため、必要

に応じて適切な支持架台により支持すること。 

  エ 可とう管継手は、温度変化等により配管内の圧力が著しく変動するお

それのある配管部分には設けないこと。 
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配管の屈曲による軸方向変位量の吸収措置例 

 

（６） フレキシブルメタルホースの構造、長さ及び最大軸直角変位量  

    長さは、次の第 1表の左欄に掲げるフレキシブルメタルホースの呼び

径の区分ごとに同表右欄の上段に掲げる最大軸直角変位量に応じ、同表

右欄の下段に掲げる数値以上の長さであること。 

    なお、この場合において最大軸直角変位量は、予想されるタンクの最

大沈下量、配管の熱変形量、配管の施工誤差量、地震時等におけるタン

クと配管との相対変位量等及び余裕代を勘案し、認定したものであるこ

と。 

  ア フレキシブルメタルホースの構造例  

    フレキシブルメタルホースの構造は、ベローズ、端管、フランジ、ブ

レード等で構成し、ブレードによりベローズを補強し所要の応力及び変

形に耐える構造としたものであり、構造例は、下図のとおりである。 
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  イ 最大軸直角変位量 

 

 

  ウ フレキシブルメタルホース寸法 

 

 

 

第 1表 

 

（７） ユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手の構造、長さ及び最大軸直角変



 

別記 18 可とう管 

 

位量 

    長さは、第 1表の左欄に掲げるユニバーサル式ベローズ形伸縮継手の

呼径の区分ごとに、同表右欄の上段に掲げる最大軸直角変位量に応じ、

同表右欄の下段に掲げる数値以上の長さであること。 

    なお、この場合において、最大軸直角変位量、予想されるタンクの最

大沈下量、配管の熱変形量、配管の施工誤差量、地震時におけるタンク

と配管との相対変位量等及び余裕代を勘案し、設定したものであるこ

と。 

  ア ユニバーサル式ベローズ形伸縮継手は、ベローズ、端管、フランジ等

から構成され、調整リングによりベローズを補強し、ステーボルトによ

り所要の応力及び変形に耐える構造としたものであり、構造例は、下図

のとおりである。 

 

 

  イ 最大軸直角変位量 

 

 

 

 

  ウ ユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手の寸法 
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第 2表 

 

２ 可とう管継手の設置等に関する運用基準の取扱いについて 
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  試験方法及び評価基準について現在検討中であるので、指針の取扱いにつ

いては、下記により、暫定的に運用されるよう御配慮願いたい。 

（昭和 56年 8月 14日消防危第 107号通知抜粋） 

  危険物の規制に関する危政令第 11条第 1項第 12号の 2及び第 12条第 1

項第 11号の 2の規定等に係る設置又は変更の許可申請書に可とう管継手に

関する次の書類を添付させるものとする。 

（１） 構造設備明細書 

（２） 指針に基づく計算書 

（３） 試験成績書 

  なお、指針の第 1中、第 1項(9)及び第 2項(9)に規定する耐久性能試験の

うちイに規定する試験は、当該可とう管継手と同一呼径（呼径が、250mmを

超えるものにあっては、250mmのもの。）の可とう管継手の試験成績によるこ

とができるものとし、この場合にあっては、当面当該可とう管継手の耐久性

に関する計算書（別紙 繰返し寿命計算式例参照）を添付することで差し支

えないものとする。 
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別紙 

 繰り返し寿命計算式例 
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３ 可とう管継手に関する技術上の指針の取扱い 

  今般、フレキシブルメタルホース又はユニバーサル式ベローズ形伸縮管継

手の最大常用圧力 1MPaのものについて、別添のように耐震性能評価基準を

定めたので、本年 9月 1日以降指針にこれを追加して可とう管継手の設置に

ついて遺憾のないよう御指導願いたい。 

（昭和 57年 5月 28日消防危第 59号通知抜粋） 
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別添 

１ フレキシブルメタルホースは、次によること。 

（１） 次の式（繰返し回数 200回とした場合の計算式）による軸直角変位量

の計算結果が指針第 1表に掲げる最大軸直角変位量の 2倍以上の値であ

ること。 

 

（２） 最大常用圧力の水圧で加圧した状態において、最大常用圧力の 3倍の

加圧に相当する軸方向引張力を加えた場合に水漏れがなく、かつ、当該

継手の長さが試験開始前の長さの 115％以下であること。 

（３） 両端固定水平置きの状態（専用支持部材を使用するものにあっては、

その状態）で、その内部を満水にし、中央部に全重量の 1/2の荷重を加

えた場合、水漏れ、損傷等がないこと。 

 

２ ユニバーサル式ベローズ形伸縮継手は、次によること。 

（１） 次の式（繰返し回数 200回とした場合の計算式）による軸直角変位量

の計算結果が、指針第 5表に掲げる最大軸直角変位量の 2倍以上の値で

あること。 
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（２） 最大常用圧力により、加圧した状態において最大常用圧力の 3倍の加

圧に相当する軸方向引張力を加えた場合に水漏れがなく、かつ、当該溶

接長さが試験開始前の長さの 102％以下であること。 

（３） 両端固定水平置きの状態で、その内部を満水にし、中央部に全重量の

1/2の荷重を加えた場合、水漏れ、損傷等がないこと。 

 

４ 認定品について 

  可とう管継手については、一般財団法人日本消防設備安全センターにおい

て基準に係る適合性を確認した評定品がある。 

  評定品については、別図に掲げるラベルが添付されている。 

 

別図 認定証票 

 

 

 

 

 


